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改定作業手順目次（入院） 

 

入院施設のある医療機関様向けの内容となります。 

 

□  １．入院料・入院料加算の施設基準の設定（Ｐ２） 

    ６月より新たな入院料や加算を算定する、または変更になる医療機関様で 

    必要な作業です。 

 

□  ２．入院料加算の設定（Ｐ３～Ｐ５） 

    入院料加算の設定を行います。 

    ※全医療機関様で実施が必要な共通作業です 

 

□  ３．入院基本料の設定（Ｐ６～Ｐ７） 

    入院基本料の設定や入院料加算の設定を行います。 

    ※全医療機関様で実施が必要な共通作業です 

 

□  ４．病室管理情報の設定（Ｐ８～Ｐ９） 

    病室管理設定の変更のある医療機関様のみ、設定を行います。 

※該当する医療機関様のみ 

 

□  ５．短期滞在手術等基本料の切り替え（Ｐ１０～Ｐ１１） 

    短期滞在手術等基本料３を算定される医療機関様のみ、設定を行います。 

※算定される医療機関様のみ 

 

□  ６．６月からの入院料算定の確認（Ｐ１２） 

    １～４の設定を行った後、正しく入院料を算定しているかご確認下さい。 

    ※全医療機関様で実施が必要な共通作業です 

 

□  ７．入院会計の一括置き換え作業（Ｐ１３～Ｐ１５） 

    ６月より以前に入院されている患者について、６月からの入院料や加算を 

正しく算定するため切り替える作業となります。 

※全医療機関様で実施が必要な共通作業です 

 

□  ８．入院時の食事基準の見直し（Ｐ１６） 

    食材費等の高騰により、入院時の食費が引き上げられました。 

 

□  ９．入院ベースアップ評価料について（Ｐ１７～Ｐ１９） 

    賃金改善に向けた取組みを評価する点数です。 
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■１．入院料・入院料加算の施設基準の設定  ※該当の医療機関様のみ 

 

６月より新たな入院料や入院料加算を算定する、または変更になる医療機関様は 

施設基準の設定が必要です。 

 

※外来の手順Ｐ８～Ｐ１１を参照の上、施設基準の設定を事前に行ってから 

次の作業へ進んで下さい。 

 

※新たに届出を出されていない場合でも再度設定内容をご確認下さい。 

 

※外来の施設基準の設定時に作業済みの医療機関様は次の手順に進んで下さい。 
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■ ２．入院料加算の設定      ※ 全医療機関様で必ず実施して下さい。 

令和６年６月からの入院基本料に対する入院料加算の設定を行います。 

入院料の変更がない場合でも、必ず作業を行って下さい。 

 

＜ 手順 ＞ 

１．業務メニューより、 ９１ マスタ登録 を選択します。 

２． １０１ システム管理マスタ を選択します。 

３．管理コード欄に「５０００」と入力し Ｅｎｔｅｒ を１回押します。  

  管理コード欄に 医療機関情報－入院基本 がセットされます。 

４． Ｅｎｔｅｒ を１回押し、有効年月日に「Ｒ５．１０．１」～「９９９９９９９９」が 

セットされたことを確認して  確定（Ｆ１２） を押します。  

  ※ お客様の環境によっては、最新の有効開始年月日が令和５年１０月１日より 

    前後である場合もあります。その場合には最新の有効開始年月日を選択して 

    作業を行って下さい。 
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５．設定画面の右上に表示される有効期間が「Ｒ６．６．１」～「９９９９９９９９」と 

  表示されていることを確認します。 

  入院料加算の設定を行った後、 登録（Ｆ１２） を押します。 

  （※加算のチェック漏れがないかご確認下さい。） 

 

【診療所の画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【病院の画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定する項目にチェック 

算定する項目にチェック 

① 

② 

③ 

① 

② 

③ 
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６．登録確認メッセージは ＯＫ（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

７．再度、管理コードに「５０００」を入力して、 Ｅｎｔｅｒ を押し、 

令和６年６月１日が開始日となる日付が存在することを確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．確認が終わりましたら、 戻る（Ｆ１） を数回押して、業務メニューまで戻ります。 
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■ ３．入院基本料の設定      ※ 全医療機関様で必ず実施して下さい。 

 

令和６年６月からの新しい入院基本料や入院料加算の設定を行います。 

入院料の変更がない場合でも、必ず作業を行って下さい。 

 

＜ 手順 ＞ 

１．業務メニューより、 ９１ マスタ登録 を選択します。 

２． １０１ システム管理マスタ を選択します。 

３．管理コード欄に「５００１」と入力し Ｅｎｔｅｒ を１回押します。 

  管理コード欄に 病棟管理情報 がセットされます。 

４． Ｅｎｔｅｒ を１回押すと次の画面に進みます。 

５．下図の画面が表示されますので、画面上部に表示された病棟を選択します。 

  （※医療機関様によって画面表示は異なります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．有効期間の開始日にもともと入っている開始日を Ｂａｃｋｓｐａｃｅ で消して 

空白にし、「５０６０６０１」（令和６年６月１日）と入力して Ｅｎｔｅｒ を押します。 

  

  

 

 

 

 

 

表示された病棟をクリック 
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７．６月からの入院料を設定できるようになります。 

  下図の画面で、入院基本料の設定、入院料加算の設定を行って下さい。 

  ※ 変更のない場合は、手順８へお進み下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※病棟の種類によっては 

 別のタブもあります。 

 

８．設定が終了したら、 追加（Ｆ６） を押して登録します。 

  「有効期間の重複するデータが存在します。前の期間を区切りますか」と確認 

  メッセージが表示されましたら ＯＫ を押して登録を行って下さい。 

  （旧世代は自動的に、令和６年５月３１日期限がセットされます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※病棟が複数ある場合には、手順５～８を繰り返して下さい。 

 

９．設定が終わりましたら、 戻る（Ｆ１） を数回押すと業務メニューに戻ります。 

 

加算料はこちらをクリックして「算定する」に変更します 

入院基本料をクリックして変更します 
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■ ４．病室管理情報の設定  ※該当する医療機関様のみ 

病室ごとに特定入院料や入院料加算の変更がある医療機関様のみ作業を行って 

下さい。 

 

＜ 手順 ＞ 

１．業務メニューより、 ９１ マスタ登録 を選択します。 

２． １０１ システム管理マスタ を選択します。 

３．管理コード欄に「５００２」と入力し Ｅｎｔｅｒ を１回押します。 

  管理コード欄に 病室管理情報 がセットされます。 

４． Ｅｎｔｅｒ を１回押すと次の画面に進みます。 

５．下図の画面が表示されますので、画面上部の「病棟名称」を選択後、表示された 

  病室をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．有効期間の開始日に元々入っている日付を Ｂａｃｋｓｐａｃｅ 等で消して 

空白にし、「５０６０６０１」（令和６年６月１日）と入力して Ｅｎｔｅｒ を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表示された病室をクリックします 
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７．６月からの特定入院料、加算等を設定できます。算定する点数を選択して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．設定が終了したら、 追加（Ｆ６） を押します。 

  「有効期間の重複するデータが存在します。前の期間を区切りますか」と確認 

メッセージが表示されましたら ＯＫ（Ｆ１２） を押して登録を行って下さい。 

（旧世代は自動的に、令和６年５月３１日と期限がセットされます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※算定内容の変更がある病棟、病室が複数ある場合には手順５～８を繰り返して下

さい。 

 

９．設定が終わりましたら、 戻る（Ｆ１） を数回押すと業務メニューに戻ります。 
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■ ５．短期滞在手術等基本料の切り替え  ※算定される医療機関様のみ 

短期滞在手術等基本料３について、対象手術等の削除に伴い有効な対象手術等の 

表示に切り替える設定を行います。 

手術項目の変更がない場合でも、必ず作業を行って下さい。 

 

＜ 手順 ＞ 

１．業務メニューより、 ９１ マスタ登録 を選択します。 

２． １０１ システム管理マスタ を選択します。 

３．管理コード欄に「５００３」と入力し Ｅｎｔｅｒ を１回押します。 

  管理コード欄に 短期滞在手術等基本料３情報 がセットされます。 

４． Ｅｎｔｅｒ を１回押し、有効年月日に「Ｒ４．４．１」～「９９９９９９９９」がセットされた 

  ことを確認して 確定（Ｆ１２） を押します。 

 ※ お客様の環境によっては、最新の有効年月日が令和４年４月１日より後で 

   ある場合もあります。その場合には最新の有効開始年月日を選択して 

   作業を行って下さい。 
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５．設定画面の右上に表示される有効期間が「Ｒ６．６．１」～「９９９９９９９９」と 

  表示されていることを確認し、対象の手術に必要に応じてチェックをつけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．チェック後、 登録（Ｆ１２） を押し確認メッセージを ＯＫ（Ｆ１２） で閉じます。 

 

 

 

 

 

 

７．再度、管理コードに「５００３」と入力して Ｅｎｔｅｒ を押し、令和６年６月１日が 

開始日となる日付が存在することを確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

８．確認が終わりましたら、  戻る（Ｆ１） を数回押して、業務メニューまで戻ります。 

 

 

次頁もあります 
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■ ６．６月からの入院料算定の確認  ※全医療機関様で必ず実施して下さい 

前ページまでの設定が終わりましたら、テスト患者にて６月１日に新規入院登録を 

行い、６月１日以降の点数を算定しているか確認をして下さい。 

※ テスト患者が入院中の場合には、入院取消後に新規入院登録を行って下さい。 

 

＜ 手順 ＞ 

１． 環境設定の日付を令和６年６月１日に変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．業務メニューより、  ３１ 入退院登録 で入院登録後、 ３２ 入院会計照会 より

６月からの入院料や加算の新点数が正しく表示されているか確認します。 
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■ ７．入院会計の一括置き換え作業  ※全医療機関様で必ず実施して下さい 

 

６月以前から継続入院中の患者様の入院料を正しく算定するための作業です。 

 ３２ 入院会計照会 に「入院点数に誤りがあります。異動処理をしてください。」と 

エラーメッセージが表示される場合があります。 

 

 

 

 

 

 

上記エラーを回避するため、以下の作業を行って下さい。 

 

＜ 手順 ＞ 

１．業務メニューより、 ９１ マスタ登録 を選択します。 

２． １０１ システム管理マスタ を選択します。 

３．管理コード欄に「３００２」と入力し Ｅｎｔｅｒ を押します。 

管理コード欄に 統計帳票出力情報（月次） がセットされます。 

下図の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．区分コードに３桁の番号「０５０」を入力します。 

  初期値は「００１」が表示されますので、 Ｂａｃｋｓｐａｃｅ 等で表示される数字を 

  消して入力して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「０５０」 を入力します 
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＜ 区分コードに「０５０」入力後、下図の画面が表示された場合 ＞ 

 「０５０ 入院会計一括置換」と表示された場合は、前回改定作業時に登録済のため 

 業務メニューへ画面を戻し、Ｐ１５の手順８より作業を行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． Ｅｎｔｅｒ を３回押し、有効年月日に「００００００００」～「９９９９９９９９」が表示され

ましたら、 確定（Ｆ１２） を押して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．下図の画面のように手入力して、 登録（Ｆ１２） を押し、「登録処理をします」と 

  メッセージが表示されましたら、 ＯＫ（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

※全てワープロ入力します。アルファベットは半角大文字で入力します。 

 

 

 

 

 

手入力します 

YM 

N02 
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７．設定が終わりましたら、 戻る（Ｆ１） を数回押して業務メニューに戻ります。 

８．業務メニューより、 ５２ 月次統計 を選択します。 

９． 次頁（Ｆ７） を数回押して、「０５０」のメニュー番号まで進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．「入院会計一括置換」にチェックを入れ、処理対象年月に令和６年６月を指定 

   します。（対象処理年月の欄に、「５０６０６」と入力し Ｅｎｔｅｒ を押します） 

 

 

 

 

 

１１．その後、 処理開始（Ｆ１２） を押して、 印刷する（Ｆ１２） を押します。 

   処理後、結果リストが印刷されますので、確認し完了です。 

 

 

※結果リストのメッセージについて 

 例１） 「入院会計を更新しました」⇒処理は正常に終了しています。 

 例２） 「対象月入院登録分のため処理できません」 

     ⇒ ６月に新規入院した患者様は処理対象外なので追加作業はありません。 

 例３） 「更新対象入院会計がありませんでした」 

     ⇒ 自動更新されていませんので、 ３２ 入院会計照会 画面を開いて、 

     前月（Ｆ６） 、 次月（Ｆ７） を押し、入院料を６月に手動で繰り越して下さい。 
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■ ８．入院時の食事基準の見直し 

食材費等が高騰していること等を踏まえ、入院時の食費の金額が 

１食当たり３０円引き上げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事療養標準負担額および生活療養標準負担額についても食費の基準が 

引き上げられました。生活療養環境療養標準負担額に変更はありません。 
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■ ９．入院ベースアップ評価料について【新設】 ※要届出 

※詳しくは外来・在宅ベースアップ評価料のページをご確認下さい。 

 

入院ベースアップ評価料  ※病院又は有床診療所の医療機関様のみ 

病院又は有床診療所において、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種

の賃金の改善を実施している場合に算定します。 

 

＜施設基準＞ 

「■２．施設基準の設定」に沿って施設基準の設定を行って下さい。 

 ※区分に応じた選択コードを設定します。 

選択コード 施設基準名称 

4325 入院ベースアップ評価料１ 

↓ ↓（入院ベースアップ評価料１以降、施設基準コードは連番です） 

4489 入院ベースアップ評価料１６５ 

 

 

＜入力について＞ 

 ２１診療行為 より入院診療行為入力画面にて入力します。 

１. 入力コードに「．８４２ その他」を入力します。 

２. 算定される入院ベースアップ評価料の点数を入力します。 

３. 一括入力を行う場合には「＊１/〇－〇」と入力します。 

 

（例）「入院ベースアップ評価料３」を６/１～３０日まで算定する場合 

 

 

 

 

 

 

※外来診療後に即日入院した場合は、同日に外来・在宅ベースアップ評価料も 

算定出来ます。 

 

 

入力コード 名称 点数 

180727710 入院ベースアップ評価料１ １点 

180727810 入院ベースアップ評価料２ ２点 

↓ ↓ ↓ 

180744110 入院ベースアップ評価料１６５ １６５点 
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※病院又は有床診療所の医療機関様のみ 

ベースアップ評価料計算支援ツールに必要な「延べ入院患者数」の算出については

下記手順で算出出来ます。 

 

＜ 延べ入院患者数の算出の手順 ＞ 

１． 業務メニューより ５２ 月次統計 を選択します。 

２． 空欄になっている番号のあるページまで、 次頁（Ｆ７） を押します。 

空いている番号のボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．空いている番号のボタンを押すと、下図のように表示されますので、９６番目の 

「来院・在院状況分析表」をクリックし、 確定（Ｆ１２） を押します。 

※医療機関様の環境によっては「９６番目」ではない場合があります。 

※画面右部の登録済に◯が付いている場合は、既に帳票メニューが 

作成されていますので 戻る（Ｆ１） を押して手順４に進んで下さい。 
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４．「来院・在院状況分析表」にチェックを入れ、集計したい対象年月、入外区分を「１」

と入力し、 処理開始（Ｆ１２） を選択します。 

 

５．確認画面が表示されますので、印刷する場合は 印刷する（Ｆ１２） 、 

画面で確認する場合は プレビュー（Ｆ１０） を押します。 

 

 

 

 

 

６．下図のような帳票が発行されます。 

※この帳票はあくまでも目安の数値になりますので予めご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ベースアップ評価料の算定見込みの計算にご活用下さい。 

 

 

 


